
高福第 4 8 3 号

平成 1 8 年 1 2月 1 日

各市町村介護保険主管課長 殿

神奈川県保健福祉部高齢福祉課長

(公印省略)

｢介護保険制度下での介護サー ビスの対価に係る医療費控除の取扱いに係

る留意点について｣ の一部改正について (通知)

このこ とをとついて、 厚生労働省老健局振興課長から別添写しのとおり通知がありま し

たので、 その内容について御承知いただく と ともに、 介護予防支援事業者 (地域包括支

援センター) 等への周知について、 よろ しくお願いいた します。

※ 本件は、 介護保険サー ビス の利用者負担に係る医療費控除について、 今般の制

度改正によ り新たに創設された ｢介護予防サー ビス ｣ 及び ｢地域密着型サー ビス ｣

についても、 従前と同様の取扱いとされたこ と を踏ま え、 居宅サー ビス計画、 領

収書、 介護老人保健施設における取扱いの留意点に係る通知を一部改正する もの

です÷。
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老振発第 120 100 1 号
平成 1 8 年 1 2 月 1 日

各 都道府県介護保険主管部 (局) 長 殿

｢介護保険制度下での介護サー ビスの対価に係る医療費控除の取扱いに

係る留意点について｣ の一部改正について

｢介護保険制度下での介護サー ビスの対価に係る医療費控除の取扱い に係る

留意点について｣ (平成 1 2 年老振第 7 3 号) を、 別紙のとおり改正し、 平成

1 8年 4 月 1 日より適用する こ とと したので、 内容を御了知の上、 管内市町村、

関係団体、 関係機関等にその周知徹底を図るとともに、 その運用 に遺憾のない

ようにされたい。



( 別 紙 )

○ 介護保険制度下での介護サ-- ビス の対価に係る医療費控除の取扱い に係る留意点について (平成 1 2年老振第 7 3号) (秒)
(傍線の部分は改正部分)

改 正 後 改 正 前

居宅介護支援事業者の居宅サー ビス計画の作成及び居宅介護サー

ビス事業者笠の領収証の交付に係る取扱いについて

(1) 居宅介護支援事業者の居宅サ~ ビス計画の作成に当たっ て の留
意点

訪問看護、 訪問リハビリテ…シ ョ ン、 居宅療養管理指導、 適所
リハビ リテーショ ン又は短期入所療養介護 (以下 ｢訪問看護等の

居宅サー ビスi という。 ) と併せて、 訪問介護、 訪問入浴介護、

通所介護、 短期入所生活介護、 夜間対応型訪問会議、 認知症対応
型適所介護又 は小規模多機能型ご居宅介護を利用する利用者に係る

居宅サー ビス 計画の作成に当たっ ては、 主治の医師等の指示を確
認 した上で、 居宅サー ビス計画に訪問看護等の居宅サー ビス を位
置付ける必要があるが、 居宅サ -- ビス計画に は、 介護保険によ る

保険給付に係る適切な実績管理を行う必要性に鑑み、 支給限度額
の設定のない居宅療養管理指導や、 老人保健法及び医療保険各法

(以下 ｢老人保健法等｣ というo L により給付が行われる訪問看
護については、 必ずしも記載を要しないこととしているところで

ある。

- 方、 居宅介護サー ビス事業者笠 (訪問介護、 訪問入浴介護、

通所介護、 短期入所生活介護、 夜間対応型訪問介護、 認知症対応

型通所介護又は小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事

業者をいう。 以下同じ。 ) は、 利用者に交付する領収証の ｢医療

費控除の対象となる金額｣ の記載に当たっ ては、 当該利用者の居

宅サービス計画に、 訪問看護等の居宅サービス が位置付けられて

いる ことを確認した上で、 サ“ビス提供票 (兼居宅サービス計画

) に基づき記載する こ と となる が、 訪問看護等の居宅サービス の

うち、 居宅療養管理指導又 は老人保健法等による訪問看護のみの

利用者については、 これらのサー ビスが必ずしもサー ビス提供票

(兼居宅サービス計画) に記載されて いるとは限らないこ とから

1 居宅介護支援事業者の居宅サー ビス計画の作成及ゞ び居宅介護サー

ビス事業者の領収証の交付に係る取扱いについて

(1) 居宅介護支援事業者の居宅サー ビス計画の作成に当たっ て の留
意点
訪問看護、 訪問リハビリテーシ ョ ン、 居宅療養管理指導、 適所

リハビリテーショ ン又は短期入所療養介護 (以下 ｢訪問看護等の

居宅サー ビス｣ という。 ) と併せて、 訪問介護、 訪問入浴介護、

通所介護又は短期入所生活介護を利用する利用者に係る居宅サー

ビス計画の作成に当たっ て は、 主治の医師等の指示を確認 した上

で、 居宅サー ビス計画に訪問看護等の居宅サー ビス を位置付ける

必要がある が、 居宅サー ビス計画に は、 介護保険による保険給付
に係る適切な実績管理を行う必要性に鑑み、 支給限度額の設定の

ない居宅療養管理指導や、 老人保健法及び医療保険各法に よ り給
付が行われる訪問看護につい で は、 必ずしも記載を要しないこと
と しているとこ ろである。

一方、 居宅介護サービス事業者 (訪問介護、 訪問入浴介護、 通
所介護又は短期入所生活介護のサ… ビス を提供する事業者を いう

。 以下同じ。 ) は、 利用者に交付する領収証の ｢医療費控除の対
象となる金額｣ の記載に当たっ ては、 当該利用者の居宅サー ビス

計画に、 訪問看護等の居宅サービスが壁置づけられて いる こ とを

確認した上で、 サービス提供票 (兼居宅サービス計画) に基づき
記載する こ と と なるが、 訪問看護等の居宅サー ビスの うち、 居宅
療養管理指導又は老人保健法等によ る訪問看護のみの利用者につ
いて は、 これらのサービス が必ずしもサービス提供票 (兼居宅サ
ービス計画)に記載されて いるとは限らない ことから、 これらの

サービス の利用の有無を確認できない場合がある。
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、 これらのサー ビス の利用の有無を確認できない場合がある。

この た め、 居宅介護サー ビス事業者等において、 居宅療養管理
指導又は老人保健法等による訪問看護の利用の有無の確認が行え
る よう&こするため、 居宅介護支援事業者は、 次の いずれかの方法
に より、 居宅介護サービス事業者等に連絡する こと とする。

? 居宅介護支援事業者は、 居宅療養管理指導又は老人保健法等
に よる訪問看護を居宅サービス計画に位置付けた場合には、 サ
ービス提供票 (兼サービス計画) の欄外等にこれらのサ M‐ ビス

の利用の内容 (利用予定日、 事業者名等) を記載の上、 当該サ
ー ビス提供票 (兼サー ビス計画) を居宅介護サー ビス事業者笠
に交付する。

イ 居宅介護支援事業者は、 利用者に対 して、 指定居宅介護支援
等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成 1 1年厚生省令第
3 8号) 第 1 3 条第 4 号及び第 1 0 号に基づき、 保険給付対象
外サー ビス についても、 居宅サー ビス計画に位置付ける ととも
に、 サー ビス利用票又は週間サー ビス計画表等に保険給付対象
分とは区分し保険給付対象外の費用を記載の上、 利用者負担額
等につ い て説明を行い同意を得る必要がある。 この同意を得た
当該サービス利用票又は週間サー ビス計画表等に より、 居宅介

護サー ビス事業者等に対し、 利用者が居宅療養管理指導又は老

人保健法等による訪問看護を受ける旨の通知をする。

また、 小規榎多機能型居宅介護事業者が居宅辻一ビス計画三雄
逮する場倉にあっ ても、 医療費控除通知の要件と同様の考え方に

基づき、 医療費控除の対象となるところであり、 こ の場合にあっ

ても、 上記ア又はイ に準じて行うこと とする。

なお、 自己作成に よ る居宅サービス計画にあっ ･ても利用者が市

町村にあらかじめ居宅サー ビス計画を届け出た場合においては、

医療費控除通知の要件を満たす場合には医療費控除の対象となる

と こ ろであり、 こ の場合にあらても、 上記ア又はイに準じて、 利

用者が居宅療養管理指導又は老人保健法等によ る訪問看護の利用

につい て、 必要事項を記載し、 市 (区) 町村に届出を行った上で

、 居宅介護←サービス事業者等に送付する こととする。

(2)領収証の記載
介護保険法 (平成 9 年法律第 1 2 3 号)第4 1条第 8 項｣筵生

この た め、 居宅介護サ｣ ビス事業者において、 居宅療養管理指
導又は老人保健法等に よる訪問看護の利用 の有無の確認が行える

よう“こするた め、 居宅介護支援事業者は、 次の いずれかの方法に

より、 居宅介護サービス事業者に連絡すること とする ,

ア 居宅介護支援事業者は、 居宅療養管理指導又は老人保健法等
による訪問看護を居宅サービス計画に位置づけた場合には、 サ
ービス提供票 (兼サー ビス計画) の欄外等に これらのサ ー ビス

の利用の内容 (利用予定日、 事業者名等) を記載の上、 当該サ

ービス提供票 (兼サー ビス計画)を居宅介護サー ビス事業者に

交付する。

イ 居宅介護支援事業者は、 利用者に対 して、 指定居宅介護支援
等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成 1 1 年厚生省令第
3 8号･) 第 1 3 条第 1 5項に基づき、 保険給付対象外サー ビス

につ いても、 居宅サービス計画に位置付ける と ともに、 サービ

ス利用票又は週間サービス計画表等に保険給付対象分とは区分
し保険給付対象外の費用を記載の上、 利用者負担額等について

説明を行い同意を得る必要がある。 こ の同意を得た当該サー ビ

ス利用票又は週間サー ビス計画表等に より、 居宅介護サー ビス

事業者に対し、 利用者が居宅療養管理指導又は老人保健法等に

よ る訪問看護を受ける旨の通知を“する。

なお、 自己作成に よる居宅サー ビス計画にあっ ても利用者が市
町村にあらかじめ居宅サービス計画を届け出た場合においては、

医療費控除通知の要件を満たせば医療費控除の対象となる と ころ

であり、 この場合にあっ ても、 上言己ア又はイ に準じて、 利用者が

居宅療養管理指導又は老人保健法等に よる訪問看護の利用 につい

て、 必要事項を記載し、 市 (区) 町村に届出を行っ た上で、 居宅
介護サービス事業者に送付することとする。

(2)領収証の記載
介護保険法 (平成 9年法律第 1 2 3 号) 第 4 1条第 8項及び塞
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2 条の 2 第 9 項にお いて準用する場合を食堂ここに定めるところ

に よ り、 居宅介護サー ビス事業者等は利用者から利用料の支払い
を受けた都度、 領収証を交付する必要があることに留意する。

した が っ て、 様式例では月でまとおれて安慰Z円を示しているが、 居
宅介護サー ビス事業者等は利用料の支払いを受けた都度、 領収証
を交付する必要があるものであり、 こ の場合においても医療費控
除の対象となる こ と。

4 8 条第 7 項に定めるとこ ろ により、 居宅介護サービ ス事業者は

利用者から利用料の支払い を受けた都度、 領収証を交付する必要
があることに留意する ,

したがっ
‘て、 様式例では月でまとめたものを示しているが、 居

宅介護サービス事業者は利用料の支払いを受けた都度、 領収証を
交付する必要があるものであり、 こ の場合においても医療費控除
の対象となること。

2 介護予防支援事業者の介護予防サービス計画の作成及び介護予防
サー ビス事業者等の領収証の交付に係る取扱いについて

(1) 介護予防支援事業者の介護予防サービス計画の作成に当たって

　　　　
介護予防訪問看護、 介護予防訪問リハ ビリテーショ ン、 介護予

防居宅療養管理指導, 介護予防通捉所リハビリテーショ ン又は介護
予防短期入所療養介護 (以下 ｢倉護予防訪問看護等の介護予防サ

　 　 　 　 　 　 　　 　

と ころである。

ービス一方、 介護予防サービス事業者等 (介護予防訪問介護｣ 介護予

防訪問入浴介護、 介護予防通断食護、 介護予防短期入所生活介護

、 介護予防認知症対応型適所介護又は介護予防小規模多機能型居
宅介護を提供する事業者をいう。 以下同じ。 ) は、 利用者に交付

雷 、 ≧ ･ 一ビス乱 こ う 賓 ･

.‐3 .,



1ら こ の一一ビス

ん

ビス - ビ スー ‐ こ ア

.
ことと立ゑし
なお , 自己作成による推定介護予防サービス の利用に係る計画

にあっ ても利用者が市町村にあらかじめ当該指定介護予防サービ

ス の利用に係る計画を届け出て、 市町村が当該指定介護予防サー
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ビス の利用に係る計画を認めた場合においては、 医療費控除通知
の要件と同様の考え方に基づき、 医療費控除の対象となるところ
であり、 こ の場合にあっ ても、 上記ア又はイ に準じて、 利用者が
介護予防居宅療養管理指導又は老人保健法等による訪問看護の利
用につい王｣ 必要事項を記載し、 市 (区) 町村に届出を行った上

歪、塗謎予主題聾サービス事業者等に送付ずることとする。

3 介護老人保健施設における留意点

(1) 医療費控除の対象範囲
介護老人保健施設において要した費用に係る医療費控除の対象

範囲につい て は、 介護保険法施行前の老人保健施設における取扱
いと同様であり、 具体的には次の費用が対象となるものであるこ

と。

ア , 施設介護サービス の うち、 食事の提供及び居住以外のサ｣ ピ

スの提供に係る自己負担額
イ 介護老人保健施設が行う訪問看護等の居宅サー ビス及び允護

予防訪問看護等の介護予防サービス並びに医療費控除通知の要

件を満たす居宅サ) ビス及び介護予防サービス の提供に係る自

己負担
ウ 食費に係る自己負担額 (介護老人保健施設の人員、 施設及び

設備並びに運営に関する基準 (平成 1 1年厚生省令第4 0号)
第 1 1 条第 3 項第 1号及び第 4 2 条第 3 項第 1号に掲げる食事

の提供に要する費用)
ェ 居住に係る自己負担額 (介護老人保健施設の人員、 施設及び

設備並びに運営に関する基準第 1 1 条第 3 項第 2 号及び第4 2

介護老人保健施設における留意点
の 医療費控除の対象範囲

介護老人保健施設にお いて要 した費用に係る医療費控除の対象
範囲につい ては、 介護保険法施行前の老人保健施設における取扱
いと同様であり、 具体的には次の費用が対象となるものである こ

と。

ア 施設介護サービスの うち、 食事の提供及び居住以外のサービ

スの提供に係る自己負担額
イ 介護老人保健施設が行う訪問看護等の居宅サー ビス及び医療

費控除通知の要件を満たす居宅サー ビスの提供に係る自己負担

ウ 食費に係る自己負担額 (二介護老人保健施設の人員、 施設及
び設備並びに運営に関する基準上 (平成 1 1 年厚生省令第4 0
号)第 1 1条第 3項第 1号及び第 4 2条第 3 項第 1号に掲げる

食事の提供に要する費用)
エ 居住に係る自己負担額 (4介護老人保健施設の人員、 施設及

び設備並びに運営に関する基準｣ (平成 1 1年厚生省令第4 0
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条第 3項第 2号に掲げる居住に要する費用)

(2) 領収証の記載
ア 介護老人保健施設につ いて は、 利用者に対して交付する領収

証におい て、 当該施設が介護老人保健施設であるか否かの判別
がつかない場合があるため、 施設の名称に加えて当該施設が ｢

介護老人保健施設｣ である旨を明記するこ と。 (例 ｢介護老人
保健鰯設0 0 苑｣ ) )

イ 領収証の利用料の記載に当たっ ては、 医療費控除対象額が明
らかになるよ弱こするため、 (1)のア~ エなどの区分ごとにその

金額を記載する こと。

なお、 可能な限り利用者の利便に資する よう、 医療費控除の

号) 第 1 1条第 3 項第 2号及び第4 2 条第 3 項第 2号に掲げる

居住に要する費用)

(2) 領収証の記載
ア 介護老人保健施設について は、 利用者に対して交付する領収
証において、 当該施設が介護老人保健施設であるか杏かの判別
がつかない場合があるため、 施設の名称に加えて当該施設が ｢
介護老人保健施設｣ である旨を明記する こ と。 (例 ｢介護老人
保健施設0 0苑J ) )

イ 領収証の利用料の記載に当たつては、 医療費控除対象額が明
らかになるようにするため、 (1)の ア~ エなどの区分ごとにその

金額を記載すること。

なお、 可能な限り利用者の利便に資する よう、 医療費控除の

.. 6 -
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老 振 第 7 3 号

平成 12年 = 月 16日

改正 平成 17年考振発第 1219001号

平成 旧年老振発第 1201001号

各都道府県介護保険主管部 (局 ) 長 殿

厚生省老人保健福祉局振興課長

介護保険制度下 で の介護サー ビス の対価にかかる医療費控除の取扱いに係る

留意点について

介護保険制 度下での介護サー ビスの対価に係る医療費控除の取扱 いについては、 国税庁

への照会文書 (平成 1 2 年 6 月 1 日 老発第 5 0 8 号及 び老発第 5 0 9 号 ) 及 び国税庁から

の回答文書 (平成 1 2 年 6 月 8 日課 所 4 ー 8 及 び課所 4 一 1 0 ) (以下 こ れらを ｢医療費

控除通知 ｣ と いう。 ) に より取扱いを示 し たと こ ろ で ある が、 居宅サー ビス計画の作成等

に当た っ て は、 利用者が医療費控除を受 けるための確定申告の際の便宜等を考慮して、 下

記のように取り扱うのが適当であると考える。

また、 併せて、 介護老人保健施設における医療費控除の取扱 いにつ いて も 、 下記の点に

留意 いただく よう、 貴都道府県内市 (区 ) 町村、 関 係事業者に対する周知方をお願いする。

なお、 ｢老人 保健 施設の利用料 に係る医療費控除 の適用 につし、 て ｣ (昭 和 6 3 年 5 月 6

日 鰹医老老第 3 5 号 厚生省保健 医療局 老人保健部老人保健課 長通知 ) は廃止する こ とと

する。

記

1 居宅介護 支援事業者の居宅サー ビス 計画の作成及 び居宅介護サー ビス事業者等の領収

証の交付に係る取扱 い について

( 1 ) 居宅介護支 援事業者の居宅サー ビス 計画の 作成に当た っ て の留意点

訪問 看護、 訪問 リ ハ ビリ テーン ヨ ン 、 居宅療養管理指導、 通所 リ ハ ビリテー ソ ヨ ン

又 は短期 入所療養介護 (以下 ｢訪問看 護等の 居宅サー ビス ｣ と いう。 ) と併せて、 訪

問介護、 訪問入浴介護、 通所介 護、 短期入所生活介護、 夜間対応型訪問介護、 認知症

対応型通 所介護又は小規模多機能型居宅介護を利用する利用者に係る居 宅サー ビス 計

画の作成に当た っ て は、 主治の 医師等の指示 を確認した上 で、 居宅サー ビス 計画に訪

問看護等の居宅サー ビス を位置 付ける必要があるが、 居宅サー ビス 計画には、 介護保

険による保険給付に係る適切な実績管理を行う必要性に鑑み、 支給限度額の設定のな

い居宅療養管理指導や、 老人保健法及 び医療保険各法 (以下 ｢老人保健法等｣ という。 )
に より給付が行われる訪問看護 につい て は、 必ず し も記載を要 し ない こ とと し て い る
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と こ ろ で ある。

一方、 居 宅介護サー ビス 事業者等 (訪問介護、 訪問入浴介護、 通所介護、 短期入所

生活介護、 夜間 対応型訪問介護、 認知症対応型通所介護又 は小規模多機能型居 宅介護

のサー ビス を提供する事業者を いう。 以下同 じ。 ) は、 利用 者に交付する領収証の ｢医

療費控除の対象となる金額｣ の 記載に当た っ て は ~ 当該利用 者の居宅サ ー ビス 計画に、

訪問看護等の居 宅サー ビス が位 置付 けられて いる こ とを確認した上で、 サー ビス提供

票 (兼居宅サー ビス計画 ) に基 づき記載す る こ とと なるが、 訪問看護等の居宅サー ビ

スのうち、 居宅療養管理指導又は老人保健法等によ る訪問看護のみの利用 者に つ い て

は、 こ れ ら のサー ビスが必ず し も サー ビス 提供票 (兼居宅サー ビス計画 ) に記載され

て い ると は限らない こ とか ら、 こ れらのサービス の利用の有無を確認で きない場合が

ある。

こ のため、 居宅介護サー ビス事 業者等において 、 居宅療養管理指導又 は老人保健法

等 に よ る訪問看護の利用の 有無の確認が行 え る よ うにするため、 居宅介 護支援事業者

は、 次のし、ずれかの方法により、 居 宅介護サー ビス 事業者 等に連絡する こ ととする。

ア 居 宅介護支援事業者は、 居 宅療養管理指導又は老人保健法等による訪問看護を居

宅サー ビス計画 に位置付【すた場合 には、 サー ビス 提供票 (兼サー ビス 計画 ) の欄外

等 に こ れ らのサー ビス の利用の内容 (利 用予定 日 、 事業者名等 ) を記載の上、 当該

サー ビス提供票 (兼サー ビス計画 ) を居宅介護サー ビス事業者等に交付する。

イ 居宅介護支援事 業者は、 利用者に対 し て 、 指定居宅介護支援等の事業の人員及 び

運営に関する基準 (平成 1 1 年厚生省令第 3 8 号 ) 第 1 3 条第 4 号及 び第 1 0 号に

基づき、 保険給付対象外サー ビスにつ い て も 、 居宅サー ビス 計 画に位置付けるとと

も に、 サー ビス 利用票又 は週間サー ビス 計画表等に保険給付対象分と は区分 し 保険

給付 対象外の費用を記載の上、 利用者負担額等について説明を行い同意を得る必要

がある。 こ の同意を得た当該サー ビス利用票又は週間サー ビス計画表等により ~ 居

宅介護サー ビス事業者等に対 し、 利用者が居宅療養管理指導又 は老人保健法等 に よ

る訪問看 護を受 ける旨の通知をする。

また、 小規模多機能型居宅介護事業者が居宅サー ビス計 画を作成する場合に あ っ て

も、 医療費 控除通知の要件と同様の 考え方に基づき、 医療費控除の対象となると こ ろ

で あり、 こ の場合にあ っ ても、 上記ア又はイ に準 じ て 行う こ ととする。

なお、 自 己作成による居 宅サー ビス計画にあ っ て も 利用 者が市 町村にあらか じめ居

宅サー ビス 計画 を届 け出た 場合においては、 医療費控除通知の要 件を満たす場合 に は

医療費控除の対象となると こ ろ で あり‐ こ の場合 に あ っ て も 、 上記ア又はイ に準 じて 、

利用者 が居 宅療養管理指導又は老人 保健法等による訪問看 護の利用に つ い て 、 必要事

項を記載 し 、 市 (区 ) 町村 に届出 を行 っ た 上 で 、 居宅介護サー ビス 事業者等に送付す

る こ ととする。

( 2 ) 領収証の 記載

介護保険法 (平成 9 年法律第 1 2 3 号 ) 第 4 1 条第 8 項 (第 4 2 条の 2 第 9 項 に お

い て 準用す る場合 を含む。 ) に定めると こ ろ に より、 居宅介護サー ビス 事 業者等は利

用者から利用 料の支払 い を受けた 都度、領収証を交付す る必要がある こ とに留意する。

‐ 2 -
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した が っ て 、 様式例 では月 で まとめた も の を示 し て いるが、 居 宅介 護サー ビ ス 事業

者等は利用 料の支払 いを受 けた都度、 領収証を交 付する必要がある も の であり、 こ の

場合におい て も 医療費 控除の対象となる こ と 。

2 介護予防支援事業者の介護予 防サー ビス計画の作 成及 び介護予 防サー ビ ス 事業者等の

領収証の交付に係る取扱いについ て

( 1 ) 介護予防支援事業者の介護予防サー ビス計 画の作成 に当た っ て の 留意点

介護予防訪問看護 ~ 介護予防訪問リハ ビリテーシ ョ ン 、 介護予防居宅療養管理撞導、

介護予防通所 リ ハ ビリテー ン ョ ン 又は介護予防短期入 所療養介護 (以下 ｢介護 予防訪

問看護等の介護予防サー ビス ｣ と いう。 ) と併せ て、 介 護予 防訪問 介護、 介護予 防訪

問入浴介護、 介護予 防通所介護、 介護予防短期入所生 活介護、 介護予防認知症対応型

通所介護又は介護予 防小規模多機能型居宅介護を利用 する利用 者に係る介護予 防サー

ビス計画の作成に当た っ て は、 主治の医師等の指示を確認 した上で、 介 護予 防サー ビ

ス計画に介護予防訪 問看護等の介 護予防サー ビス を位置付 ける必要 があるが、 介護予

防サ " ビス 計画には、 介護 保険による保険給付に係る適切な実績管理を行う必要性に

鑑み、 支給限度額の 設定のない介護予 防居 宅療養管理指導や ~ 老人保健法等により給

付が行われる訪問看護につ い て は、 必ず し も記載 を要 し ない こ とと し て いると こ ろ で

ある。

一方、 介 護予防サー ビス事業者等 (介護予防訪問介護、 介護予防訪問入浴介護、 介

護予防通所介護、 介護予防短期 入所生活介護、 介護予 防認知症対応型適 所介護又は介

護予 防小規模多機能型居 宅介護を提供する事 業者 を いう。 以下同 じ。 ) は、 利用 者に

交付する領収証の 『医療費 控除の対象となる金額｣ の記載に当た っ て は、 当該利用者

の介護予防サー ビス計画に、 介護予 防訪問看護等の介護予防サー ビス が位置付 けられ

ている こ と を確認 した上で、 サー ビス提供 築 く兼介護予 防サー ビス計画 ) に基 づき記

載する こ ととなるが、 介護予防訪問看護等の介護予 防サー ビスのうち、 介護予 防居宅

療養管理指導又 は老人保健 法等による訪問看護の みの利用 者については、 こ れ らのサ

ービス が必ずしもサー ビス 提供票 (兼介 護予防サー ビス計画 ) に記載されて いると は

限らない こ とから、 こ れらのサー ビスの利用の有 無を確認できな い場合 がある。 こ の

ため、 介護予防サー ビス事 業者等において、 介護予 防居宅療養 管理指導又 は老 人保健

法特による訪問看護の利用 の有無の確認が行えるよ うにするため、 介護予防支援事業

者は、 次の いずれかの方法により、 介護予防サー ビ ス 事 業者等に連絡す る こ ととする。

ア 介護予 防支援事 業者は、 介護予 防居宅療養管理指 導又は老人保.健法等によ る訪問

看護を介護予 防サー ビス 計画に位置付 けた場合には、 サー ビス 提供票 (兼サー ビス

計画 ) の欄外等に こ れらのサー ビスの利用の内容 (利用予定 日 、 事業者名 等 ) を記

載の上、 当該サー ビス 提供票 (兼サー ビス 計画 ) を介護予防サー ビス 事業者等に交

付する。

イ 介護予 防支援事 業者は、 利用者に対 し て 、 指定介 護予 防支援等の事 業の人員及び

運営並び に 指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準 (平成 1 8 年厚生労働省令第 3 7 号 )第 3 0 条第 4 号 及び第 1 0 号に基づき、

保険給付対象外サー ビス につい て も、介護予防サー ビス計画に位置付けるとと も に ~
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サー ビス 利用票又は週間 サー ビ ス 計画表 等に保険給付対 象分 と は区分 し 保険 給付対

象外の費用を記載の上、利用 者負担額等につい て 説明 を行 い 同意 を得る必要 がある。

こ の同意 を得た当該サー ビス利用票又は週間サー ビス計 画表 等により、 介護 予防サ

ー ビス 事業者等に対 し、 利用者 が介護予 防居宅療養管理 指導又 は老人保健 法等に よ

る訪問看護を受ける旨の通知をする。

また、 介 護予防小規模多機能型居宅介護事業者 が指定介 護予 防サー ビス の利用に係

る計画 を作成する場合にあ っ て も 、 医療費控除通知の要 件と同様 の考え方に基 づき、

医療費控除の対象と なると こ ろ であり、 こ の場合にあ っ て も 、 上 記ア又はイ に準 じて

行う こ ととする。

なお、 自己作成による指定介護予 防サー ビスの利用に係 る計 画にあ っ ても利 用者が

市町村にあらか じめ当該指定介護予 防サー ビスの利用 に係 る計画 を届 け出 て 、 市町村

が当該指定介護予防サー ビスの利用に係る計画を認めた場 合にお いては、 医療費控除

通知の要件 と 同 様の考え方に基 づ き 、 医療費控除の対象 と なる と こ ろ で あり ~ こ の場

合にあ っ て も 、 上記ア又はイ に準 じ て、 利用者が介護予 防居宅療 養管理指導又 は老人

保健法等による訪問看護の利用 につ い て 、 必要事 項を記載 し 、 市 (区 ) 町村に届出を

行 っ た上で、 介護予防サー ビス 事 業者等に送付する こ と とす る。

( 2 ) 領収証の 記載

介護 保険法第 5 3 条第 7 項及 び第 5 4 条の 2 第 9 項にお いて 準用する同法第 4 1 条

第 8 頃 に定めると こ ろ により、 介護予防サー ビ ス 事業者等 は利用 者から利用料 の支払

いを受 けた都度、 領収証を交付する必要がある こ と に留意する。

した が っ て 、 様式例では月でまとめたも のを示 し て いるが、 介 護予防サー ビス事業

者等は利用料の支払いを受 けた都度、 領収証を交付する 必要があるものであり、 こ の

場合におい て も医療費控除の対象と な る こ と。

3 介護老人保健施設にお ける留意点

( 1 ) 医療費控除の対象範囲

介護老人保健施設におい て 要 した費用に係る医療費控除の 対象範囲につし、て は、 介

護保険法施行前の老人保健施設にお ける取扱いと同様で あり、 具 体的には次の費用が

対象となるもの で ある こ と。

ア 施 設介護サー ビス のうち、 食事の提供及び居 住以外 のサー ビスの提供に係 る自己

負担額

イ 介 護老人保 健施設が行う訪問看護等の居宅サー ビス 及 び介護 予防訪問看護等 の 介

護予 防サー ビス 並び に 医療費控除通知の要件を満たす 居 宅サー ビス及 び介護予防サ

ー ビス の提供 に 係る自 己負担

ウ 食費に係る自 己 負担額 (介護老人保健 施設の 人員、 施 設及 び 設備並 びに運営 に 関

する基準 (平成 1 1 年厚 生省令第 4 0 号 ) 第 1 1 条第 3 項第 1 号及び第 4 2 条第 3

項第 1 号に掲 げる食事の提供に要する費用 )

工 居住に係る自 己 負担額 (介護老人保健施設の 人員、 施設及 び設備並 びに運営 に 関

する基準第 1 1 条第 3 項第 2 号及び第 4 2 条第 3 項第 2 号に掲 げる居住に要する費

‐ 4 -
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用 )

( 2 ) 領収証の記載

ア 介護老人保健施設につ い て は、 利用者に対 し て 交付する領収証にお い て 、 当該施

設が介護老人保健施設で あるか杏かの判別 がつかない場合があるため、 施設の名称

に加 え て当該施設が ｢介護老人保健施設 ｣ で ある旨 を明記する こ と。 (例 ｢介護老

人保健施設○ 0 苑｣ ))

イ 領収証の利用料の記載に当た っ て は、 医療費 控除対象額が明らかになるようにす

るため、 (1)の ア ~ エな どの区分 ごとにその金額を記載する こ と。

なお、 可能な限り利用者の利便に資するよう、 医療費 控除の合計対象額を記載す

る よ う努める こ と。


